
足立区介護職員資格取得等支援事業助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護職員のキャリアアップに向けた環境を整備することにより足立区

内（以下「区内」という。）における介護職員の人材確保・定着を推進し、もって介護サー

ビスの安定的な供給を図るため、介護職員の資格の取得等を支援している事業者に対して

必要経費を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象事業者） 

第２条 この要綱の規定による助成（以下「本助成」という。）の対象となる事業者（以下「補

助対象事業者」という。）は、別表１に掲げる事業所のうち、老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）の規定による届出を行ったもの又は東京都の認可を受けたもの、介護保険

法（平成９年法律第１２３号）の規定による東京都又は足立区の指定を受けた事業所その

他区長が認める事業所（以下「指定介護事業所等」と総称する。）を区内において運営す

るものであって、第６条の経費を負担したものとする。ただし、次に掲げるものは除く。 

（１） 第８条の規定による申請の時点において、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号)、

老人福祉法若しくは介護保険法又はこれらの法律に基づく命令に違反する事実があるも

の 

（２） 法人の役員等（介護保険法第７０条第２項第６号に規定する役員等をいう。）に足

立区暴力団排除条例（平成２４年足立区条例第３７号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条第３号に規定する暴力団関係者がいるもの 

（３） 他の制度により本助成の対象となる経費について、既に助成を受け、又は受ける

予定があるもの 

（対象研修） 

第３条 本助成の対象となる研修等（以下「補助対象研修等」という。）は、次に掲げるもの

とする。 

（１） 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３第１項に規定

する研修のうち介護職員初任者研修（以下「介護職員初任者研修」という。） 

（２） 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項第５号に

規定する３年以上介護等の業務に従事した者が介護福祉士試験の受験資格を取得するた

めの研修（以下「介護職員実務者研修」という。） 

（３） 介護保険法第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験（以下

「実務研修受講試験」という。） 

（４） 介護保険法第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研修（以下「介護支

援専門員実務研修」という。） 

（５） 介護保険法第６９条の７第２項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修（以

下この条において「再研修」という。） 

（６） 介護保険法第６９条の８第２項本文に規定する更新研修（以下「更新研修」という。） 

（７） 介護保険法施行規則第１４０条の６８第１項第１号に規定する介護支援専門員の業



務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修（以下「主

任介護支援専門員研修」という。） 

（８） 介護保険法施行規則第１４０条の６８第１項第２号に規定する主任介護支援専門員

を対象として行われる研修（以下「主任介護支援専門員更新研修」という。） 

（９） その他、別表２において定める研修等 

（対象職員） 

第４条 本助成の対象となる職員（以下「補助対象職員」という。）は、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

 （１） 第８条の規定による申請を行う補助対象事業者が運営する指定介護事業所等に勤務

している者 

 （２） 補助対象研修に係る介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項

第１号ロに定める者（区市町村長を除く。）から当該研修を修了した旨の証明書（以下「修

了証明書」という。）の交付を受けている者 

（補助事業） 

第５条 本助成は、補助対象事業者が補助対象職員に係る補助対象研修の受講に要する経費を

負担した場合に、当該受講に要する経費を補助するものとする。 

２ 前項の規定による補助は、第３条各号に掲げる補助対象研修の区分ごとに、当該補助対象

職員１人につき１回までとする。ただし、同条第３号、第５号、第６号及び第８号について

はこの限りではない。 

（対象経費） 

第６条 本助成の対象となる経費は、補助対象職員が受講した補助対象研修の受講に係る受

講料（介護支援専門員実務研修にあっては、実務研修受講試験料その他手数料等を含み、

別表２において定める研修にあっては同表に定める対象経費を含む）。以下「研修受講料」

という。）とする。 

（交付額） 

第７条 本助成の額は、前条の規定による経費の実支払額（当該額に１，０００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）とし、予算の範囲内で区長が定めるものとする。

ただし、次の各号に掲げる研修の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 

（１） 介護職員初任者研修 補助対象職員１人につき７万円 

（２） 介護職員実務者研修 補助対象職員１人につき１０万円 

（３） 介護支援専門員実務研修（実務研修受講試験料、その他手数料等含む。） 補助

対象職員 1人につき１０万円 

（４） 更新研修及び再研修 補助対象職員 1人につき５万円 

（５） 主任介護支援専門員研修 補助対象職員１人につき１０万円 

（６） 主任介護支援専門員更新研修 補助対象職員１人につき５万円 

（７） その他、別表２において定める研修 補助対象職員 1人につき５万円 

（交付申請） 

第８条 本助成を受けようとする補助対象事業者は、足立区介護職員資格取得等支援事業助



成金交付申請書（様式第１号、様式第１号の２、様式第１号の３又は様式第１号の４）に

次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（１） 補助対象職員の補助対象研修に係る修了証明書の写し（補助対象職員に係る修了

証明書の写し等、補助対象職員が補助対象研修を修了したことが分かるもの） 

（２） 研修受講料の領収書の写し又は研修受講料に係る補助対象職員の受領証等補助対

象事業者が当該経費を負担したことがわかるもの 

２ 前項の規定による申請は、補助対象職員が研修を修了した日の属する年度の翌年度末日

までにしなければならない。 

（交付決定） 

第９条 区長は、前条第１項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに交

付の可否を決定しなければならない。この場合において、交付の可否を決定したときは、

足立区介護職員資格取得等支援事業助成金交付決定通知書（様式第２号、様式第２号の２、

様式第２号の３又は様式第２号の４）により申請した事業者に対して通知し、適当と認め

られない場合は、助成金の不交付を決定しその旨通知する。 

（支払等） 

第１０条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた補助対象事業者は、足立区介護職員

資格取得等支援事業助成金交付請求書（様式第３号）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による請求書を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。 

（決定の取消し・返還） 

第１１条 区長は、偽りその他不正の手段等により本助成の交付決定を受けた補助対象事業

者があるときは、当該交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が

交付されている場合は、区長が定める期限までにこれを返還しなければならない。 

（違約加算金） 

第１２条 前条の規定により返還を命じられた補助対象事業者は、その命令に係る助成金の

受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき、年１０．９５パーセン

トの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならな

い。 

 （消費税に係る税額控除の報告） 

第１３条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成事業完了後に、消費税及び地方消費税

の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合（仕

入控除税額が０円の場合を含む。）は速やかに区長に報告することとし、助成事業完了日

の属する年度の翌々年度の６月３０日までに消費税仕入控除税額報告書（様式第４号）に

より、区長に報告しなければならない。 

２ 補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（一支社、一支所等を含む。）で

あって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社、本所等を含む。以下同

じ。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告

内容に基づき報告を行うこととする。 

３ この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を区



に返還しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、区長が別に定め

る。 

（規則の適用） 

第１５条 この要綱に定めのない事項については、足立区補助金等交付事務規則（昭和５０年足

立区規則第６号）を適用する。 

付 則（３０足福高発第４３８５号 平成３１年３月１日 足立区長決定) 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（３１足福高発第５１７５号 令和２年３月２５日 足立区長決定) 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（４足福高発第３９２５号 令和５年２月２８日 足立区長決定) 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則（５足福高発第４６１１号 令和６年３月２９日 足立区長決定) 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第２条関係） 

 

老人福祉法第５条の３に定める老人福祉施設 

介護保険法第８条第２項に定める訪問介護を行う事業所 

介護保険法第８条第３項に定める訪問入浴介護を行う事業所 

介護保険法第８条第７項に定める通所介護を行う事業所 

介護保険法第８条第８項に定める通所リハビリテーションを行う事業所 

介護保険法第８条第９項に定める短期入所生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１０項に定める短期入所療養介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１１項に定める特定施設入居者生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１５項に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所 

介護保険法第８条第１６項に定める夜間対応型訪問介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１７項に定める地域密着型通所介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１８項に定める認知症対応型通所介護を行う事業所 

介護保険法第８条第１９項に定める小規模多機能型居宅介護を行う事業所 

介護保険法第８条第２０項に定める認知症対応型共同生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第２１項に定める地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第２２項に定める地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所 

介護保険法第８条第２３項に定める複合型サービスを行う事業所 

介護保険法第８条第２７項に定める介護老人福祉施設 

介護保険法第８条第２８項に定める介護老人保健施設 

介護保険法第１１５条４５の３第１項の指定を受けた事業者が運営する事業所 

 



別表２（第３条、第７条関係） 

研修名 対象経費 

在宅介護インストラクター  

 

 

 

研修受講料、試験受験料、テキスト代、その他

手数料等 

高齢者ケアストレスカウンセラー 

高齢者傾聴スペシャリスト 

介護コミュニケーションアドバイザー 

終末期ケア専門士 

レクリエーション介護士 

介護予防運動指導員 

認知症ケア指導管理士 

認知症介助士 

認知症ライフパートナー 

認知症アクティビティ・ケア専門士 

日本語研修 

 


